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中小企業組合の設立・運営のご相談は三重県中央会まで！

〒514-0004
三重県津市栄町１丁目891番地　三重県合同ビル６階
TEL(059)228-5195　FAX(059)228-5197
U R L  http://cniss.chuokai-mie.or.jp/
E-mail:webmaster@chuokai-mie.or.jp

《 中央会の主な事業 》
◆ 組合等の中小企業連携組織の設立及び運営支援、中小企業の経営・労務・
経理・税務・法律等の相談

◆ 組合等の中小企業連携組織及び中小企業の金融、経理税務、事業運営、流通、
労働問題等に関する講習会、講演会等の開催

◆ 弁護士、税理士等による専門的な問題についての個別の専門指導・支援
◆ 中小企業及び中小企業の組織に関する調査・研究
◆ 機関誌の発行などによる情報提供など

過去の「ほっと通信」の情報については三重県中小企業団体中央会のホームページ（http://cniss.chuokai-mie.or.jp/）でご覧いただけます。
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E V E N T G U I D E

名　　称

三重県
中小企業団体中央会
第 57 回通常総会

三重県中小企業団体中央会　
総務調整課
TEL：059-228-5195

三重県中小企業団体中央会　
創業・情報課
TEL：059-228-5195

日　時 会場・受講料・入場料・定員 主催・お問い合わせ先

平成 23 年度
中小企業連携組織等支援事業 
外国人研修生等受入研修会

５/31 ㈭
13:30～

会場：三重県勤労者福祉会館　6階　講堂
※詳細につきましては、後日連絡いたします。

３/14 ㈭
13:30～

テーマ：「外国人技能実習制度の現状と
　　　　　　　　　　　　　留意点について」
会場：プラザ洞津　2階「末広の間」
　　　 （津市新町１丁目 6番 28号）

均等・両立推進企業表彰候補企業の募集について

厚生労働省雇用均等・児童家庭局より

厚生労働大臣最優良賞
両部門に優れた企業両部門に優れた企業

中央会HOTOPICS
①新春特別セミナー・合同祝賀会・賀詞交歓会を開催！

②組合年度末の事務手続き
③町村会へ要望書を提出！
④県内中小企業の防災対策

⑤下請ガイドライン説明会を開催！
⑥平成23年度中央会に関する調査結果

⑦平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました

HOT組合inみえ
ギョルメクラブ事業協同組合

HOTいんたびゅう
林　修さん（三重県鍍金工業組合）

あなたも組合士／組合運営あれこれ
ほっとVOICE　～情報連絡員報告より～

12月と１月の業界の動向

CHUOKAI ほっとLINE／先進組合を紹介します
EVENT GUIDE
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　男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21z年、育児・介護休業法が改正されました。

平成 24 年７月１日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、
従業員数が 100 人以下の事業主にも適用になります。

平成 21 年の法改正内容を含め、上記の各制度を就業規則に規定化してください。
従業員 10 人未満の事業主も、各制度を定め、従業員に周知、運用を行ってください。

従業員の職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主や事業主団体を応援するため、「両立支援助成金」
「中小企業両立支援助成金」があります。
　また、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理改善を図るため、事業主に対して
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」を支給しています。
　いずれも、支給要件があります。まずは三重労働局ホームページから、各助成金・奨励金の支給要領をご覧ください。
　 三重労働局ホームページトップページ「助成金のご案内」をクリックしてください。

改正育児・介護休業法が全面施行されます !!

従業員数が 100人以下の事業主の皆さま！平成24年

７月１日
から

①短時間勤務制度　②所定外労働の制限　③介護休暇

◆規定例がダウンロードできます。ぜひご活用ください◆
三重労働局ホームページトップページ（http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
各種法令・制度・手続き→雇用均等関係→法令・制度→仕事と家庭の両立のために→育児・介護休業等規則の規定例

◆規定例がダウンロードできます。ぜひご活用ください◆
三重労働局ホームページトップページ（http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/）
各種法令・制度・手続き→雇用均等関係→法令・制度→仕事と家庭の両立のために→育児・介護休業等規則の規定例

問合せ先：三重労働局雇用均等室　〒514-8524　津市島崎町 327－２　TEL 059（226）2318問合せ先：三重労働局雇用均等室　〒514-8524　津市島崎町 327－２　TEL 059（226）2318

　厚生労働省では、「職場における女性の能力発揮を促進するための積極的な取り組み」（ポジ
ティブ・アクション）および「仕事と育児・介護との両立支援のための取り組み」について、他
の模範となる取り組みを推進している企業を表彰しています。
　現在、平成 24 年度の各賞候補を募集しておりますので、「わが社こそは」と思われる企業の皆
さま、ぜひご応募ください。
　詳細につきましては、三重労働局雇用・均等室（TEL059-226-2318）までお問い合わせくだ
さい。また、実施要領、表彰基準等につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
　なお、公募期間は 3月 31 日までとなっております。

「均等推進企業」部門「均等推進企業」部門

厚生労働大臣優良賞厚生労働大臣優良賞

都道府県労働局長優良賞都道府県労働局長優良賞

都道府県労働局長奨励賞都道府県労働局長奨励賞

職場における女性の能力発揮を促進するた
めの積極的な取り組みを実施している企業

「ファミリー・フレンドリー企業」部門「ファミリー・フレンドリー企業」部門

厚生労働大臣優良賞厚生労働大臣優良賞

都道府県労働局長優良賞都道府県労働局長優良賞

都道府県労働局長奨励賞都道府県労働局長奨励賞

仕事と育児・介護との両立支援のための取
り組みを実施している企業


